


5/1よりマイナンバーカードが
保険証として利用可能になります
マイナンバーカードの健康保険証利用により、初めての医療機関や薬局でも、
過去の診療・薬剤情報に基づいた診察が可能となります。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来通り健康保険証を利用可能です。

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算について】
• 当院では、オンライン資格確認を行う体制を有しています。
• 診療情報（受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報）

 を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
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